
町営水道に加入される場合は以下の書類が必要です。 

・町営水道申込書 

・給水工事設計書・竣工届（申請様式） 

 

給水装置の新設の場合、次の料金が必要です。 

 

① 水道加入金 

 メーター口径ごとに次のとおりです。 

    

        １３㎜ ＝  ５０，０００円 

        ２０㎜ ＝  ９０，０００円 

        ２５㎜ ＝ １４０，０００円 

        ３０㎜ ＝ ２００，０００円 

        ３０㎜以上は 別途算定 

 

② 手 数 料 竣工検査手数料１，０００円 

材料検査手数料   ５００円 

開栓手数料  ３，０００円 

合計     ４，５００円 

 

③ 工 事 費 

     指定業者が設計し金額を見積もります。 

 

以上の三つの合計金額を申し込み受付後、後日納付書によりお支払いいただ

き工事着工となります。 

なお、一時使用の場合には加入金はいりません。 

 

水道を使用されるにあたっては、次の使用料金となります。 

 

☆ 一般用、営業用、共用 

 基本料金（１カ月当り）   １０㎥ まで  １，８００円 

  超過料金           １㎥ につき   １８０円 

 

☆ 一時使用 

  基本料金（１カ月当り）   １０㎥ まで  ３，０００円 

  超過料金           １㎥ につき   ３００円 

※料金については別途１０％の消費税が加算されます。 


